
広島市水道局規程第１２号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

 広島市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 桝 原   茂  

 

広島市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程  

 広島市水道局事務分掌規程（平成１４年広島市水道局規程第２号）の一

部を次のように改正する。 

  

第１条第１項中「企画係」を       に改める。  

 

第３条第１項中第２３号を第２４号とし、第１４号から第２２号までを

１号ずつ繰り下げ、第１３号の次に次の１号を加える。  

 ⒁ 危機管理に関すること。  

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

「企画係 

危機管理係」 


